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国民健康保険制度に関する経済分析(2)

小 松 秀 和

1国 保 一 元 化

国保制度改革案としては,現 在市町村および組合単位で別々に運営されてい

る国保を一元化することが考えられる。この案は,現 行国保制度最大の蝦疵で

ある各市町村国保間の年齢構成格差を取 り除くことをその主な目的としている

点で,本 稿の分析結果に沿うものである。具体的には,国 保全体で生 じた医療

費を,何 処の市町村に属しているかに関わりなく,加 人者個人の経済事情(所

得 ・資産水準,世 帯人数〉に応じて負担す るものである。こうすれば,年 齢構

成格差から生 じてきた各国保被保険者間の負担の不公平さをなくせるものと期

待される。また,各 国保問o年 齢構成の均 一化は,こ れまで見てきたような低

所得世帯の保険料を軽減する効果も持ち.合わせているので,国 保における低所

得者問題の解決策ともなり,近 頃問題となっている国保則.政の赤字補填のため

の...般会計からの繰入金による新たな所得分配の歪みを生み出す機会を滅らす

ことにもつながるであろう。

しかし,国 保の一元化についても問題がない訳ではない。国保を一元化 して

しまうことで各市町村国保の独自性や独立性がなくなり,今 まで以上に国保財

政安定化に対する各市町村の動機づけが弱くなることが懸念される。具体的に

は,こ れまで良い意味で も悪い意味でも各市町村国保の特色であった,国 保特

別会計への..般 会計からの繰入金によって地域医療に対する政治的意思を反映

するという機会がそれによって失われてしまう。これは,財 政が比較的豊かな

市町村にとっては重要な政治的発露の場.を一つ失うことになり,地 方 自治の根



■
.

陶

国民健康保険制度に関する経済分析(2}〔95)95

幹 に関 わ る問題 に もな りか ね な い。 さ らに問 題 なの は,国 保 の 一 元 化 に よ って

もた ら され る所 得 階層 別 均 一 保 険 料 が,従 来 の それ よ り も割 高 に な る可 能 性 が

あ る こ とで あ る。前 述 した よ うに,現 行 制 度 の も とで は,国 保 財 政 の 赤 字 を 各

市 町 村 が独 自の 判 断 に基 づ い て一 般 会 計 か ら補 填 して きた とい う経 緯 が あ るた

め,国 保 が 一 元 化 され て し ま う こ とで,こ れ まで 曲が りな りに も地 域 特 性 と し

て 捉 え られ て きた 年齢 構 成 や 所 得 分 布 と,賦 課 保 険 料 との 関 係 が 希 薄 化 さ れ,

従 来 の よ うな繰 入 を行 う理 山付 けが な くな って しま うか らで あ る。 そ うな る と,

今 まで 一般 会計 繰 入 とい う隠れ 蓑 に よ って 隠 され て きた 部 分 が,保 険 料 に 上乗

せ され る形 で 露 わ に な る恐 れ が あ る。 この よ うな保 険 料 の 高 騰 を 防 ぐに は,一.

般 会計 繰 入 金 に代 わ る措 置 を考 え ざ る を得 ない で あ ろ う。 この 点 が,国 保 制 度

の 難 しい と ころ で あ る。 つ ま り,国 保 一 元 化 に よ って 年 齢 構 成 格 差 を 取 り除 い

た と して もそ れ は,..・方 の問 題,す なわ ち国 保 制 度 内 の 保 険 料 負 担 の 不 公 平性

に対 す る解 決策 に過 ぎず,も う一 方 の問 題 で あ る,国 庫 補 助 金 や 市 町 村 般 会

計 繰 入 金 の よ うな制 度 外 か らの所 得 移 転 措 置 を ど う扱 うか に つ い て の 答 え に は

な って い な い こ とで あ る。 した カ1って,国 保 につ い て 考 え る場 合,前 者 と後者

を区別 して議 論 す る必 要 が あ る。.そこで 以 下 で は,国 保 に お け る も う一つ の重

要 論 点 で あ る制 度 外 か らの所 得 移 転 問 題 につ い て 考 え る。

H国 保に係る所得再分配

国民皆保険の理念の.卜.で発展 してきた我が国の医療保険制度を,疾 病に関わ

る.単なるリスク・シェアリング技術と見るのは誤 りである。そこには好むと好

まざるとに関わらず,リ スクの分担に加えて,所 得の再分配 とい う問題が関

わ ってくるか らである。その証拠に,比 較的均質なリスク集団を形成 している

と思われ る.各組合健康保険において も,定 率保険料を採用 しているため,罹 病

リスクに関わ りなく,所 得の多寡に応 じて保険料額 も変動する,つ まり所得の

高い人ほど比例的に多額の保険料を払う仕組みになっている。ただし,こ の場

合の所得再分配は制度内のことであるが,こ れに制度外 との所得再分配を含む
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とな る と問 題 は一..層複 雑 にな って くる 。 国民 健 康 保 険が それ で あ る。

1995年 度 現 在 で 約4,300万 人 とい う最 大 の 被 保 険 者]〕を抱 え る国 民 健 康 保 険

は,そ れが 他 の健 康 保 険 か ら は脱 漏 す る 自営 業 者や 低 所 得 者 等 の罹 病 リス クの

最 終 的 引 き受 け手 で あ る性 格 上,そ の 内外 で様 々 な所 得 再 分 配 政 策 を取 る必 要

に追 ら れ る の は,国 民 皆 保 険 を唱 う我 が 国 と して は不 可 避 の こ と と思 わ れ る。

よ っ て,国 民 皆 保 険 体 制 を前 提 とす る以 上 問 題 とすべ きは,他 機 関 との 間で

所 得再 分 配 を行 うこ と の是 非 で は な く,そ れ を どの よ うな理 念 の下 で,ど の よ

うな 規 模 で,そ して どの よ うな 方 法 で 行 うか で あ る2レ、.,翻っ て現 行 国保 制 度 を

見 る に,莫 大 な規 模 の公 費投 入が あ る もの の,そ の 理 念 や方 法 に は確 固 た る哲

学 が 欠 け て お り,た だ個 々 の対 策(療 養 給 付 費 等 負 担 金 お よび財 政調 整 交 付 金

に お け る 国 庫負 担 率 の引 き上 げ,保 険 基 盤 安 定 負担 金 の 新 設等)の 中 に歴 史 的

迷 走 の 痕 跡 を残 す の みで あ る。

した が って,つ ぎ に検 討 す べ き は,現 行 国 保 にお け る他 機 関か らの所 得 移転

政 策 の 主 な 柱 で あ る,療 養 給 付 費等 負 担 金 を は じめ とす る国 庫 支 出 金 と,.市 町

村 一 般 会計 か らの繰 入金 につ いて 改 め て吟 味 し,そ れ ら を評価 す る こ とで あ る 。

国 保 な どの社 会保 障制 度 に係 る所 得 再 分 配 を,社 会 保 険 の 範 疇 だ け で行 うか,

そ れ と も,社 会保 険 と租 税 の二 本 立 てで 行 うか 太 い.に問 題 とな る と ころ で あ る 。

前 者 の 場 合 は,国 保 一元 化政 策 の よ う に個 別 の地 域 事 情 を排 除 し,.所 得 階層 別

均 一 保 険 料 の賦 課 に よ っ て低 所 得 者 と高 所 得 者 間の 負 担 の公 平性 を図 る方 法 で

あ る。 一 方,後 者 の 場合 は,保 険料 と共 に租 税 制 度 を用 い る こ と に よ って所 得

再 分 配 を図 る方 法 で あ る 。 そ れ ら の相 違 点 の...一つ は,保 険 料 が 比 例 負 担 で あ る

の に対 して,税 金 が 累 進 負 担 で あ る こ とか ら生 じる。 つ ま り,保 険料 の み に

よ っ.て所 得 再 分 配 を 行 う と,負 担 の逆 進性 か ら低 所 得 者 の負 担 が 過 重 にな る と

1)1995年 度現在の制度別被保険者数はそれぞれ,政 府管掌健康保険(37,992千 人),組 合管掌健

康保険 綿2,093千人),船 員保険 〔312千人),国 家.公務員等共済組合 〔4.037千人),地 方公務員

等共済絹.(s.811千 人),私 立学校教職員等共済組合(821千 人},国 民健康保険(43,240丁』人)
である。

2)異 なる見解として,保 険でカ.バーされない.人々 を生活保護法の範疇,つ まり医療扶助によって

カバー・すべきとするものもある。
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さ れ る 。 そ こに,累 進 課 税 で あ る租 税 を使 って 低所 得 者 の負 担 を 中和 す る意 義

が 見 い だ さ れ る 。現 行 国保 は ま さ に後 者 の 方 法 で,所 得 再 分 配 を行 って い る。

つ ま り,国 保 医療 費 を 国保 被 保 険 者 か らの 保 険 料 と,租 税 に よ る国庫 支 出 金 お

よび 市 町 村 一般 会計 か らの繰 入金 に よ っ て賄 っ てい るの で あ る。.

国 保..一元 化 が 実 現 した と して も,国 保 制 度 に おい て国 庫 支 出金 の 果 た す 役割

は重 要 で あ り続 け る こ とは 間 違 い な い 。 な ぜ な ら,国 保 成 立 か ら現 在 まで の 歴

.史 を見 て も,常 に議 論 され るの は 国 庫 支 出 金 の あ り方 につ い てで あ り,国 保 の

歴 史 は そ の ま ま国 庫 負 担 率 引 き上 げ の 歴 史 で あ る と言 っ て も過 言 で は ない か ら

で あ る%

後 で 見 るよ うに,現 行 の国 庫 補 助 金 シス テム は そ の 国 保 制 度 に対 す る影 響 が

極 ゆ て大 きい に も関わ らず,そ れ を国 保 問 題 の 解 決 に 向 けて 合 理 的 か つ積 極 的

に活 用 して い る とは言 い難 い。 そ こ.で以.ドで は,そ の 現 行 国 庫 補 助 金 の 問 題 点

を明 らか に しつ つ,将 来 の 国保 制度 改.革に向 けた 望 ま しい 国 庫 補 助 金 シ.ステ ム

につ いて 考 えて み た い,,

今,国 民全 体 をNと して,そ の うち国 保 被 保 険 者 数 を π、,を れ 以 外 の 人 数

を η、とす る と,N=n、+%,と な る。 全 国 一 律 の マ 人 当 た り国 税 額 を 虐,同 じ

く一 人 当 た り地 方 税 額 を τ とす る と,全 国 税 収 入 と全 地 方税 収 入 はそ れ ぞ れ,

'・(n,+n,),τ ・("、+祠 とな る。 国保 全 体 の 医療 費支 出 をM,n保 被 保 険 者 に

課 さ れ る 一 人 当 た り保 険 料 を ρ と して,そ れ が.ヒ記 の 仮 定 に.基づ い て 決 め ら

れ る な らば,徴 収 され る保 険料 額 は 以 下 の よ うに な る。

ρ・π、=翌 一S.t.(π、+η・)一配・τ・(n,+π・)

=M一(∫ 什 κ・τ)・π一(∫ ・'+κ・τ)吻(1)

な お,上 式 にお い てsは 国 庫 補 助 割 合 を,ん は一 般 会 計 か らの 繰 入 れ割 合 を

そ れ ぞ れ 表 して い る 。

(1)式 の意 味 す る と ころ は こ うで あ る。 右 辺 第 一 項 の 医療 費 支 出Mは 国保

3).療 養給付費 に対す る国庫負担率 の変遷:2割 〔昭和33年)一 ・2割5分(昭 和37年 〕.ゆ4割 〔昭

和41年)

{

.
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被 保 険 者 の保 険料 徴 収 額 と正 比 例 関 係 にあ って,医 療 費 が 増 えれ ば 自動 的 に保

険 料 も増 え る構 造 とな っ て い る。 反対 に,右 辺 第二 項(∫ ・什 ル τ)・職 お よび 第

三 項(s・ 汁 た・τ)・n2は保 険 料 とは反 比 例 関 係 にあ り,そ れ らの 増 加 は保 険 料 額

の 低 減 とな って現 れ る。 第 二 項 お よび 第 三項 は どち ら も,国 庫 補 助 金 お よび..一

般 会計 繰.入金 とい っ た所 得 再 分 配 メ カニ ズ ムに よ って得 られ る恩 恵 で あ る こ と

に は変 わ りな い。 しか しそ れ ら は,そ の 原資 とな る部 分 か らみ る と性 質 の異 な

る もの で あ る こ とが 分 か る。 す なわ ち,前 者 は 国 保被 保 険 者 に よ っ て一 旦 払 い

込 まれ た税 金 の還 付 と して の性 格 を も ち,後 者 は他 者 か らの所 得 移 転 の 性 格 を

もつ 。

この よ うに 国保 に お け る保 険 料 の 決 定 嫉,原 則 と して,そ の 市 町 村 国 保 を取

り巻 く環 境 を表 す 諸 変 数M,5,κ,NJ,n2の 変 化 に応 じて 変 化 す る もの で あ

る。 しか しなが ら,実 際 の保 険 料 決 定 過程 で は,少 な く と も国 保 側 に とって み

れ ば,環 境 変数 の変 化 が 即 座 に徴収 保 険料 の増 減 に結 びつ け られ る性 格 の もの

とは な って い な い。 む しろ国 保 側 の 関心 は,ど うず れ ば徴 収 保 険 料 を妥 当 な 水

準 に落 ち着 かせ る こ とが で き るか にあ る と考 え られ る。 そ こで 以 下 で は,保 険

料 を所 与 戸 と した 上で の,諸 変 数 問 の関 係 をみ る こ とに す る。

P=p一 と して,(1)式 の両 辺 を π、で 割 る と,

綴 一(・+驚)・…'・岡

を 得 る.そ し て 陰 関 数 定 理 か ら,次 の 関 係 式 を 得 る こ とが で き る 。

dsl

dM(π 、+"、)・'

dκ1

41レf(躍1一 トπz)・τ

dst

砒'

(3),

を 維 持 す る に は,

得 な い と い う こ とで あ る 。 ま た,

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)式 によれば,国 保医療費高騰 という環境変化に当た り保険料水準

国.庫補助.金割合5や 一般会計繰入金割合 んを増やさざるを

(5)式 によれば,保 険料維持という基本目標
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のもとでの国庫補助金 と市町村の一般会計繰入金は,国 税 と地方税の税率の違

いを除けば完全な トレー ドオフの関係にあることがわかる。つまり,マ クロ的

にみれば,国 庫補助金と市.町村の一般会計か らの繰入金とでは,程 度の差 こそ

あれ保険料水準維持に寄与することに変わりないのである。

この結果を使って,国 保のこれまでの歴史的行動パターンを説明することが

できる。国保財政が窮地に立つと,国 保はまず,政 府に対 して国庫補助金の増

額を要請する。すなわち,Mの 高騰に対 して π を維持するために5を 増やそ

うとするわけである.。昭和33年 から昭和41年 にかけての療養給付費に対する国

庫負担率の相次 ぐ引き上げはこれをよく表しているし.現 在に至るまで国庫補

助金の引き上げはこの論理にしたがって行われてきたと言える。

しか し,も し政府が国庫補助金のさ.らなる増額に応 じないならば,国 保側が

とる次の行動 は,一 般会計からの繰入金を増やすことである。なぜなら.5に

よろうと κによろう.と税率の違いを除いて 戸 を維持す.る効果に違いはないの

で,sの 代わ りに 配を上げるインセンティブが働 くからである。.

近年,政 府は,一 般 会計からの繰入れを是正するために保険基盤安定制度を

創設 したり,そ れを国庫補助金から控除してみたりと様々な対策をとっている。

しか し,賦 課保険料の抑制を指向する市町村国保側にとってみれば,一..般会計

繰入金は国庫補助金の代替なのであ り,政 府はそれをよく認識すべ きである。

(2)式 はいわぼ,国 保全体の視点かうの保険料算定式であるが,果 たして,

政府の視点からみると国保保険料はどのような意味をもつもg)なのであろうか。

現行国保制度では,国 庫補助のマクロ金額は国保医療費の50%定 率桑担 となっ

て い る。 したが って,(1>式 を書 き換 え る と次 の よ うに な る。

か η・=M-ZM-k…("・+π ・)

ρ一 吉・鑑(1+舞})k・ ・..(6}

(6)式 は い わ ば,現 在 の 国 の 方針 を反 映 した マ ク ロ式 で あ る。 そ れ に よ る と,

(2)式 で は確 か に 存 在 して い た 国 の 政 策 変 数sが きれ い に霧 消 して しま って

.-

.擁
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第1表 国 保 療 養 諸 費 の推 移

療養諸費総額(百 万円) 一人当た り療養諸 費(円 〉

平成元年度 5,213,569 138,177

2 5,378,652 ユ46,660

3 5,604,198 ユ56,549

4 5,973,993 169,714

5 6,131,344 .175,888

6 6,393,408 ]84,293

資料:厚 生省保険局 『国民健康保険事業年報」各年版。

第1図 国保医療費 トレン ドと国庫補助傘 の関係

国保 医療 費

＼.
保側負担

/国

. ＼ 定率(6割 〉

国庫負担/

時 間

い る。 この意 味 す る とこ ろ は,今 後,保 険料}=昇 につ なが る よ うな如 何 な る環

境 変 化 〔Mの 高騰 等)が あ ろ う と も,政 府 は積 極 的 に 関 与 し ない と い う こ と

で あ る。 こ こで い う 「積 極 的 に関与 しな い」 とい う意 味 は,医 療 費 の 半 分 は 政

府 が負 担 す る ものの,現 実 問題 と して 国保 制 度 を揺 るが す 大 問 題 とな って い る

医療 費 の上 昇 トレ ン ドに は関 与 せず,そ の ま ま描 くに まか せ て 放 置 す る とい う

こ とで あ る。

第 ユ表 にみ られ る よ うに,国 保 医療 費 は ここ数 年 来 着 実 に上 昇 し,そ れ に と

もな っ て第1図 で 表 され た,医 療 費増 加 分 の うち の非 国 庫 負 担 部 分(す な わ ち,
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第2表 医 療 保 険 制 度 別 高 齢 加 入 者(60歳 以 上69歳 未 満)割 合
〔単位=%)

国 保 政管健保 組合健保 総 人 口

平成元年度 17.35 6.33 2.95 9.30

2 18.10 6.52 3.20 9.61

3 18.90 6.92 324 9.96

4 19.55 7.37 3.49 10.29

5 20.12 7.66 3.57 ユ0.60

6 20.49 7.90 3.80 10.83

資料=国 保 については,厚 生省保険局 『国民健康保険実態調査」 各平 版,政 管健保,組

合健保については,厚 生省保険局 「健康保険被保険者実態調査』 各年版。

国保側負担部分)も 上昇。 このような事態に対 して市町村国保では,(6)式 に.

基づいて保険料 ρの引き上げと一.般会計からの繰入れ たの増加によって対処

しているのが現状である。

したがって,国 保制度におけち真の問題点は医療費の上昇 トレンドであ り,

それによって引き起こされる保険料と国庫補助金 と一般会計繰入金の上昇なの

である.現 行制度では,医 療費の増分の半分を出庫補助金で,残 り半分を.市町

村国保の裁量で保険料引き上げか 般 会計繰入金の増額によって賄 っているの

である。問題はこれらの負担が適正なものなのか,1つ まりをれらの負担に対 し

て十分な根拠があるかということである。

第1図 で表される国保医療費増加の原因を考えるに,そ れらは主に国保加入

者の高齢化が もたらした もの と見ることができる。なぜなら,第2表 の国保に

おける高齢加入者割合の増加傾向が大きく影響 していると考えられるか らであ

る。前述 したように高齢加.入者の医療費がその他と比べて断然高いため,高 齢

加入者割合の増加は医療費の増加に直結する。 しか も この高齢加入者割合の

上昇による医療費増加は,国 保加入者の責任には帰 し難い面がある。といつの

も,第2表 が示すように国保の高齢加入者割合の増加率が他制度のそれ と比べ

て明らかに大 きいか らである。また,岩 本 ・竹下 ・別所 〔2〕では,国 保 と他

の制度間の年齢階層別医療費に格差がない,つ まり,国 保 と他 との一人当たり
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医 療 費 格 差 が,国 保 の責 任 に帰 す べ き事 情 に よ る も ので な く,単 に加 入 者 の年

齢 構 成 の 差 異 に よ る もの で あ る こ とを 明 らか に して い る こ とか ら,国 保 医 療 費

増 加 分 の 全 て を 加 人 者保 険料 に よ って賄 うこ と に は問 題 が あ る と言 わ ざ るを得

な い 。

現 行 制 度 の この 点 に対 す る解 決 策 は先 ほ ど も述 べ た よ う に,国 保 医 擦 費 の増

分 を 半 分 負 担 す る とい う もの で あ っ た。 これ は よ くよ く考 えて み る と実 に巧 妙

な 補 助 金 政 策 で あ る 。 こ こで言 う 「巧 妙 」 と は,国 保 医 療 費 の 増 分 の か な りの

部 分 が 高齢 者加 入率 の上 昇 に よ る と考 え られ る もの の,全 て が そ うだ とは 言 え

な い こ とに 由 来 す る 。つ ま り,増 分 の うち のい くらか は,人 口全 体 の 高齢 化 に

よ る もの で あ っ た り,医 療 技 術 の進 歩 で あ った りす る訳 で,そ の 部分 につ い て

は 他 制 度 も同 条件 で あ る以 上,国 保 加 入者 の保 険 料 で 賄 うの が適 当 と考 え られ

る か らで あ る 。 は っ き り と表 明 して はい ない もの の,5割 国庫 負 担 とい うの は,

国 保 医 療 費増 分 の半 分 につ い て は高 齢 加 入者 の 増 加 率 を 反 映 させ ま し ょ う とい

う政府 の意 思 表示 に他 な ら な い ので あ る。 国 保 医 療 費 増 加 分 の何 割が 高齢 者 加

入 率上 昇 に よ る ものか 判 然 と しな い状 況 の 中で は,こ の5割 国庫 負担 とい うの

は何 と も絶妙 な数 字 な ので あ る。

III国 保 制 度 改 革

前節で,現 行の国庫補助金と地方一般会計繰入金の国保に果たす役割を詳細

に吟味 してきた訳だが,果 た して望ましい国保制度 とはどのようなものを言 う

のか。論点は二つある。一つは公平性であ り,も う一つは効率性である。

公平性の観点から言えるのは,ま ず,国 保制度内における保険料の市町村格

差を解消するには先述 したような国保一元化を図ることが必須である。そ うし

て国保制度内部の一元化を図った上で,つ ぎに,国 保加人者の責任には帰 し難

い高齢加入者問題を原因とする医療費増嵩分については,他 制度からの相応の

所得移転を認める。具体的には第2図 に示すように,医 療費の趨勢を測るため

に 「基準年度」を予め決め,そ の時点の医療費を 「基準医療費」 としてお く。
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第2図 試案 に基づ く国庫負 担割合の推移

〔103)103

国保医療費

基 準 医 療 費 冒一

医療費の.ヒ昇 トレン ド

医療費増加分
＼ ×F'

＼
国保側負担

〆

可変国庫負担

一一・・…モー一一 … 一一一一一+… 一川 一一 一i一

。 鱒 。 。。 す る

国保固有㈱1賭 率の轡.i 定率国.庫負担

基準年.度 時間

そして,基 準年度以降め医療費増加に対 して,イ ンフレ調整済みの基準医療費

相当額までぼ現行のように一定割合の国庫負担を行い,そ れを越える医療費増

分については,そ れを先述 したような国民全体の高齢化によって説明で きる部

分.と説明できない部分とに分けて,後 者に係る医療費について全額国庫負担 と

するものである。現行制度と異なるのは,医 療費の増分についての国庫負担割.

合が,国 保高齢加入者の高齢化と我が国全体の高齢.化との差に応 じて変動する

ことである。

ここで注目すべきは,国 保に投入される国庫支.出金を誰が負担しているか と

いうことである。国保一元化実現を前提にすれば,そ れは伊)式 で示す通り,

国保 加 入者 η1と そ の他 の医 療 保 険 加 入 者 吻 の 国税 に よ っ て賄 わ れ る。

か 。FM一 ・・'・・一 ・・醜(7)

しか し,そ の うち 国 保 加 入 者 に 係 る部 分5・ 彦・n,は 実 質 的 に は国 保 加.人者 へ

の還 付 金 に 当た るの で,実 際 は そ の他 の 医療 保 険 加 入 者 か ら国 保 加 人 者 へ の 所

得 移転 が発 生 す る。 それ は租 税 制 度 を通 じ,所 得 に応 じて 累 進 的 に行 わ れ るの

で,負 担 の 応 能 原 則 に従 え ば よ り公 平 で あ る と言 え よ う。 ただ しそれ は,国 保
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への国庫支出金を国民皆保険を維持させる目的のために仕方のない ものとみな

した場.合の議論であることに注意されたい。

続いて効率性について考える。組織の活動を経済的視点から見た場合,相 反

する二つの原理が見いだされる。規模の経済性 と競争の効率性である。これま

で主張 した通 りに国保制度改革を実行すると,確 かに財政面では一元化するこ

とによって規模の経済性が働 くであろう。 しか しそれによって,こ れまで良く

も悪 しくも国保の特徴であった各自治体のそれへの取 り組みの温度差,例 えば,

保険料収納率格差や一般会計繰入金の多寡等を通 じての自治体間の競争が失わ

れて しまう可能性がある。 これを防 ぐためにも,現 行の財政調整交付金に見 ら.

れる保険料収納率格差を反映させるインセ ンティブ契約等を積極的に活用 し,

自治体間の競争を促す政策を取る必要がある。.そのためには,こ れまで各自治

体の国保特別会計や国保組合 とい う形で分立してきた国保財政面を一元化させ

る一方で,国 保サービスの運用面については,競 争原理を働かすためにも幾つ

かに分離運営させるのが望ましい.。それを従来通 りの市町村単位で行うか,そ

れ とも新たに国保医療圏のようなものを設定 しそれを基準に行 うかは,規 模の

経済性 と競争.の効率性および移行費用の最小化 との兼ね合いから判断すべきで

あろう。

IV結 論

この論文では,第 一に,現 行国保制度を簡単な数式で表現した上で,そ れを

用いて現行国保最大の瑕疵である高齢加入者問題と低所得者問題が如何に国保

保険料の市町村問格差を生み出 しているのかをコンピューター ・シミュレー

ションによって分析 した。その結果,二 つの問題の内でも前者の高齢加入者が,.

保険料格差の主因であることを明らかにした。

第二に,我 が国国民皆保険体制の下で国保に対する公費投入の必要性を説明

し,公 費投入の二大手段である 「療養給付費等負担金」 と 「市町村一般会計繰

入金」について,そ れらが果たす所得再分配機能について簡単な経済モデルを
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用いて説明した。その結果,療 養給付費等負担金に係 る国庫補助金 と.市町村に

よる国保特別会計への一般会計からの繰入金によって,国 保加入者とその他健

康保険加入者からの租税を通 じた所得再分配が発生し,前 者が国保加入者への

税金の還付金であ り,後 者がその他医療保険加入者から国保加入者への所得移

転の性格を持つことを明らかにした。また,財 政が比較的豊かで国保保険料上

昇を抑制することを是とする自治体では,...一般会計繰入が国庫補助金の安易な

代替策とな り得ること,そ れが所得再分配に与える影響 も,国 税と地方税の税

率の違いを除いて変わらないことを説明した。さらに,療 養給付費に対する5

割 という国庫負担率が,国 保医疲費の将来的な増加傾向の下で,極 めて巧妙な

働きをすることを示唆 した。つま り,国 庫補助率の5割 固定化は,国 保医療費

の増加局面に際 して,そ の増加分を厳密に日本の全体的な年齢構成の高齢化に

よるもの とそれ以外の国保のみの高齢化,す なわち従来の高齢加.入者問題によ

るもの とに区別せずに,将 来の増加分の半分があたかも後者によるものと断定

したに等 しい。

第三に,以 上で明らかにしてきた現行国保制度の問題点を解決すべ く,国 保

改革の具体案を示 した。それは,現 在のように市町村単位あるいは組合単位で

分立する国保則'政を一元化することで,国 保制度内における所得再分配の歪み

の元 となっている市町村国保問の高齢化率の相違による保険料格差をなくし,

それによる不公平を解消することである。また,財 政的に一元化された後の国

庫補助金の取 り扱いについては,国 保医療費を基準年における 「基準医療費」

と 「増加部分」 とに分け,.基準医療費相当部分については従来通 り固定率国庫

負担 を行い,増 加部分については厳密に,日 本の全体的な年齢構成の高齢化に

よるものと国保の高齢加入者問題によるもの とに区別 して,後 者を全額国庫負

担とする。そして,国 保の運営は規模の経済性と競争の効率性および移行費用

最小化の観点から,適 当数の機関に分けて行 う。

以上,現 行国保制度の問題点を詳細に吟味 し,そ れを解決するための制度改

革の提言を行ってきた訳であるが,そ の他の改革案として幾つか注目すべきも
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.のがある。最後に,そ れらについて若干の説明を行い,本 稿を終える。

岩本 〔1〕では,国 保のみならず医療保険制度全体を通 じて一元化する案を

提唱している。医療保険全体の一元化はこれまでも何度か提唱されてきたので.

それ程珍 しいものではない。 しか し彼案の独創は,岩 本 ・竹下 ・別所 〔2〕の

分析結果1〕等を参考 に,新 たに 「標準医療費」や 「標準保険料」の概念を導入

し,改 革に伴 う移行費用を極力抑えると同時に,現 行制度のはらむ制度間格差

を解消す る方途を示 したことにある。詳 しい説明は省 くが,岩 本案の背景にも,

本稿で指摘 したような,国 保加入者の責任には帰 しがたい国保加入者の高齢化

から来 る保険料負担格差への問題意識がある。

西村 〔4〕 も,全 医療制度にまたがる案を 「長期構立型医療保険制度」 とし

て提唱しているが,彼 案の特徴は,長 期積立型医療保険制度の創設によって,

国保,組 合健保,政 管健保のみならず,老 人保健制度の抜本改革をも同時に行

うことにある。本案の実現には,莫 大な移行費用の扱いが焦点となるであろう。
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